
仕様書 
 

１．委託名    運賃表及び路線図の更新 

 

２．施工箇所   ①千葉都市モノレール株式会社（以下「当社」という。）各駅の以下の箇所 

          ・運賃表、点字運賃表（各駅きっぷうりば） 

          ・精算用運賃表（千葉、千葉みなと、都賀、千城台駅を除く各駅精算所） 

          ・定期運賃表（各駅改札外） 

          ・駅改札内路線図（千葉駅改札内） 

          ・ホーム走行線路内停車駅案内（千葉駅） 

          

３．委託概要   ・盤面デザイン設計 

・盤面製作 

         ・盤面の交換及び交換済み盤面の処分 

           なお、沿線図、所要時間表については盤面の更新は行わず、盤面を裏返 

           しに配置し、表示面を隠す作業のみ。 

４．業務内容 

（１）デザイン設計 

デザインには別添資料「デザイン基準」に記載の内容を必須事項として盛り込むこと。

また、最終的なデザイン決定は当社と協議の上行うものとする。 

（２）盤面の製作 

【使用素材】 アクリル 

【寸法・数量】アクリル板の厚みは 3mmとする。 

その他の寸法、数量等については別添資料「数量内訳書」によるものとする。 

数量内訳表に当社で採寸した寸法の記載はあるが、駅ごとに多少の差異があるため、必ず

全ての盤面を実測したうえで製作すること。 

（３）盤面の交換及び交換済み盤面の処分 

    各駅既存の設置位置において、新しい盤面との差し替えを行う。なお、交換を行った古 

    い盤面の処理については産業廃棄物として適切な処理を行うこと。 

 

５．法令等の遵守 

    本委託の履行にあたっては、関連する法令等、及び当社関連基準集を順守すること。ま

た、発注者から法令の遵守について書類等の提出を指示されたときは、ただちに提出する

こと。 

 

６．提出書類 

   盤面の交換及び設置の作業を行うにあたり、次の書類を提出するものとする。 

   （１）着工書類 

       ・工事着手届 

       ・主任技術者届 

       ・現場代理人届 



       ・工事計画書（工程表付き） 

       ・作業申込書 

   （２）竣工書類、図面 

       ・工事完成届 

       ・完成報告書（記録写真付き） 

       ・完成図 

   （３）その他工事監督員が指示するもの 

 

７．監督員の立会い 

   監督員が立合いを指示した作業は、監督員の立会いのもとに行うこと。 

 

８．安全対策 

（１） あらかじめ事故防止上必要な事項について打ち合わせを行い、当社の業務に支障を及ぼ

さぬよう、作業に起因する事故の防止に努めること。 

    特に異常時における対策については、事前の手配を十分に講じること。 

（２）作業員に対し、作業前に次に定めるところにより指示を行い知得させること。 

   ・作業員の健康状態、服装等に関する注意、ならびに作業内容及び作業方法の明確な指示

をすること。 

   ・工具及び保護具の使用前の点検及び使用上の指示をすること。 

（３）その他、関係個所と連絡を密にし作業を行うこと。 

 

９．工期完了期日  令和元年９月３０日（月） 

 

10．特記事項 

   消費税率の改定が令和元年１０月１日から延期となった場合、本契約は無効となる。 

 

以上 


